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平成２９年第２回上富田町議会定例会会議録

（第１日）

○開会期日 平成２９年６月８日午前９時２９分

─────────────────────────────────────────

○会議の場所 上富田町議会議事堂

─────────────────────────────────────────

○当日の議員の出欠は次のとおり

出席議員（１２名）

１番 松 井 孝 恵 ２番 谷 端 清

３番 樫 木 正 行 ４番 山 本 明 生

５番 九 鬼 裕見子 ６番 大 石 哲 雄

７番 畑 山 豊 ８番 奥 田 誠

９番 沖 田 公 子 １０番 榎 本 敏

１１番 木 本 眞 次 １２番 吉 田 盛 彦

─────────────────────────────────────────

欠席議員（なし）

─────────────────────────────────────────

○出席した事務局職員は次のとおり

─────────────────────────────────────────

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり

事 務 局 長 森 岡 真 輝 局 長 補 佐 樫 山 裕 子

町 長 小 出 隆 道 教 育 長 梅 本 昭二三

会計管理者 水 口 和 洋 総務政策課長 福 田 睦 巳

総務政策課

企 画 員
中 松 秀 夫

総務政策課

企 画 員
平 尾 好 孝

総務政策課

企 画 員
樫 原 基 史 住民生活課長 原 宗 男

住民生活課

企 画 員
栗 田 信 孝

住民生活課

企 画 員
十 河 貴 子

住民生活課

企 画 員
木 村 陽 子

住民生活課

企 画 員
宮 本 真 里

産業建設課長 菅 谷 雄 二
産業建設課

企 画 員
川 口 孝 志

税 務 課 長 橋 本 秀 行 上下水道課長 三 栖 啓 功
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─────────────────────────────────────────

○本日の会議に付した事件

日程第 １ 会議録署名議員の指名について

日程第 ２ 会期の決定について

日程第 ３ 諸般の報告

日程第 ４ 報告第 １号 上富田町税条例の一部を改正する条例

日程第 ５ 報告第 ２号 上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

日程第 ６ 報告第 ３号 平成２８年度上富田町一般会計補正予算（第８号）

日程第 ７ 報告第 ４号 平成２８年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計算書

日程第 ８ 報告第 ５号 平成２８年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予

算（第３号）

日程第 ９ 報告第 ６号 平成２８年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第４

号）

日程第１０ 報告第 ７号 平成２８年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算

（第３号）

日程第１１ 報告第 ８号 平成２８年度上富田町特別会計診療所事業補正予算（第

２号）

日程第１２ 報告第 ９号 平成２８年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算

（第４号）

日程第１３ 報告第１０号 平成２８年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第２

号）

日程第１４ 報告第１１号 平成２８年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予

算（第４号）

日程第１５ 報告第１２号 平成２８年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算

（第４号）

日程第１６ 報告第１３号 平成２９年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算

（第１号）

日程第１７ 報告第１４号 平成２９年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補

正予算（第１号）

日程第１８ 報告第１５号 平成２９年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補

教育委員会

総 務 課 長
家 髙 英 宏

教育委員会

生涯学習課長
新 堀 浩 士
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正予算（第１号）

日程第１９ 議案第３６号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

日程第２０ 議案第３７号 上富田町集会所設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例

日程第２１ 議案第３８号 上富田町体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例

日程第２２ 議案第３９号 上富田文化会館の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例

日程第２３ 議案第４０号 平成２９年度上富田町一般会計補正予算（第１号）

日程第２４ 議案第４１号 町道路線の認定について
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△開 会 午前９時２９分

○議長（山本明生）

皆さん、おはようございます。

平成２９年第２回定例会を開会するに当たりまして、議員各位のご出席をいただき、

開会できますことを厚く御礼申し上げます。

ただいまの出席議員は１２名であります。

山本副町長より欠席届が出ておりますので、ご報告いたします。

定足数に達しておりますので、ただいまから平成２９年第２回上富田町議会定例会を

開会します。

日程に入るに先立ちまして、５月から１０月までクールビズ期間となっております。

上富田町議会でも、電力節減に対応し、６月から９月定例会までクールビズとしてノー

ネクタイで会議することを決定し、それに伴いまして本会議ではノーネクタイとさせて

いただいておりますので、ご理解をお願いいたします。

なお、暑いときは、議長判断により上着をとっていただくことになっております。本

日は上着をとっていただいて結構かと思います。当局の方も上着をとっていただいて結

構です。

これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。

─────────────────────────────────────────

△日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（山本明生）

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において６番、大石哲雄

君、７番、畑山 豊君を指名します。

─────────────────────────────────────────

△日程第２ 会期の決定

○議長（山本明生）

日程第２ 会期の決定の件を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から６月１６日までの９日間にしたいと思いますので、これ

にご異議ありませんか。

（｢異議なし」の声あり）

○議長（山本明生）
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異議なしと認めます。

よって、会期は９日間に決定しました。

─────────────────────────────────────────

△日程第３ 諸般の報告

○議長（山本明生）

日程第３ 諸般の報告をさせます。

事務局長。

○議会事務局長（森岡真輝）

諸般の報告をいたします。

平成２９年３月定例会以降の議員活動並びに議員派遣の件及び地方自治法第１２１条

の規定により出席要求した６月定例会の説明員については、お手元に配付しています。

次に、本定例会の一般質問の通告の締め切りは本日６月８日午後３時までとなってい

ますので、質問内容を具体的に、また討論の方式も記入の上、通告されますようお願い

いたします。

以上で諸般の報告を終わります。

○議長（山本明生）

これで諸般の報告を終わります。

町長より発言を求められておりますので、これを許可します。

町長、小出君。

○町長（小出隆道）

おはようございます。

開会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。

本日、ここに平成２９年第２回上富田町議会定例会を招集いたしましたところ、議員

各位におかれましては公私ともまことにお忙しい中ご参集を賜り、厚く御礼を申し上げ

ます。また、平素は町政発展のため格別のご尽力とご協力を賜り、重ねて深く御礼を申

し上げます。

先ほど議長さんからお話がありました副町長欠席の件でございますが、既に常任委員

会で説明しています町の歌につきましては、お世話をいただいております酒井プロデュ

ーサーより本日６月８日、きょうになりますけれども、町の歌、坂本冬美のレコーディ

ングをするんで来てほしいよという、立ち会いをしてほしいよと要望がございまして、

山本副町長と教育委員会の職員を東京へ出張させましたので、山本副町長につきまして

は本日欠席をさせていただくということで、ご了解をお願いしたいと思います。

また、酒井プロデューサーより、このときに、仮に町の歌をＣＤでつくってあるんで、
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もう本人が吹き込んでおります。この歌の送付を受けております。できましたら全員協

議会の日にこの歌につきましては、本番の歌ではないんですけれども、聞いていただけ

るようにお願いしたいと思います。

本題に戻ります。

本年も梅の収穫時期となっておりますが、ＪＡ紀南では小梅を５月１０日より、古城

を５月１８日から、南高は５月２０日から荷受けを開始しております。その状況につい

てでございますけれども、ＪＡ紀南や生産者から話を聞きますと、全体的には生育が１

週間から１０日おくれているため最終的には生産量に影響が出るんではないかと考えら

れます。これらの状況では、２９年度の青梅の収穫量はやや少ない状況になると考えて

おります。

次に、平成２９年度春の叙勲で澤田伸氏が、上富田町消防団長として長年ご尽力され

た功績により瑞宝双光章を受章されました。町主催の祝賀会を予定していましたが、本

人より辞退したい旨の申し出がありましたので、今回皆様方にご報告させていただき、

披露させていただきます。

次に、常任委員会で平成２８年度の決算の状況を説明しておりますが、平成２８年度

は地方創生事業の実施や学校給食センター建設に伴う一般財源が多額となり、財政調整

基金からの繰り入れと地方債を発行して財源充当を行うこととし、本定例会に上程する

２８年度一般会計補正予算―平成２９年３月３１日に専決しておりますけれども―

においてそのようになっております。

その後のことでございますが、学校給食の予算の内示が年度途中だったことから平成

２９年度へ繰り越しを行ったため、平成２８年度一般会計の決算では財政調整基金や減

債基金から繰り入れすることなしに、その結果、両基金の残額は１３億７，３０４万５，

０００円となります。町債の年度別現在高につきましても、学校給食施設整備事業債の

大部分が平成２９年度に繰り越しとなるため６３億５，０９１万１，０００円となり、

２７年度より１億２，２２１万８，０００円の減額となっております。

なお、実質収支は８，７００万円程度の黒字決算になる見込みでございます。

大変厳しい財政状況の中、議員各位のご理解とご協力のもと、税収の確保や行財政改

革に職員一丸となって取り組んだ成果が顕著にあらわれたものと評価しているところで

ございます。

さて、本定例会に上程しご審議をお願いします議案につきましては、報告事項としま

しては条例の一部改正が２件、平成２８年度一般会計・特別会計補正予算が９件、繰越

明許費繰越計算書が１件、平成２９年度特別会計補正予算が３件、条例の一部改正が４

件、平成２９年度一般会計補正予算が１件、町道路線認定が１件の計２１件を上程して
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います。

なお、追加議案としまして、上富田町教育委員会委員の任命について本定例会へ上程

させていただきますので、何とぞご承認を賜りますようお願い申し上げます。

それでは、諸議案につきまして、その概要を説明申し上げます。

報告第１号につきましては、上富田町税条例の一部を改正する条例でございます。こ

の条例は、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い本条例の一部を改

正するもので、３月３１日付専決処分しましたのでその報告をし、承認を求めます。改

正の概要は、被災住宅用地に係る固定資産税の特例措置の拡充や、企業指導型保育事業

の用に供する固定資産税の特例措置の新設等の改正であります。

次に、報告第２号につきましては、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例でございます。この条例は、地方税法施行令の一部を改正する法律が公布されたこと

に伴いまして本条例の一部を改正するもので、３月３１日付で専決処分しました。その

報告をし、承認を求めるものでございます。改正の概要は、国民健康保険税における軽

減措置の対象となる判定所得基準額の引き上げに伴う改正でございます。

次に、報告第３号につきましては、平成２８年度上富田町一般会計補正予算（第８

号）でございます。今回の補正は、各事業費の精査及び平成２８年度の実質収支を見込

んだ最終予算で、補正前の額から２億４，３４９万７，０００円を減額し、予算総額を

６６億７，０２０万円と定め、３月３１日付で専決処分しましたので、それを報告し、

承認を求めるものでございます。

次に、報告第４号につきましては、平成２８年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計

算書でございます。今回、個人番号カード交付事業、臨時福祉給付金等給付事業、学校

給食施設整備事業につきまして、年度内に事業が完成しなかったため平成２９年度へ９

億７，００３万３，０００円を繰り越ししましたので、その繰越明許費について報告す

るものでございます。

次に、報告第５号、平成２８年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第３

号）から報告第１２号、平成２８年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第４

号）までの特別会計に係る補正予算につきましては、各会計の精査及び実質収支を見込

んだ最終予算であり、それぞれ３月３１日付で専決処分しましたので、これを報告し、

承認を求めるものであります。

次に、報告第１３号から報告第１５号までにつきましては、平成２９年度上富田町特

別会計宅地造成事業、宅地取得資金貸付事業、住宅新築資金貸付事業の補正予算（第１

号）でございます。それぞれの会計で平成２８年度の決算において歳入不足が生じたた

め、５月３１日付で専決処分し、前年度繰上充用金をもって充当補塡しましたので、こ
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れを報告し、承認を求めるものでございます。

次に、議案第３６号につきましては、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例案でございます。この条例は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い

まして、本条例の一部を改正するものでございます。

次に、議案第３７号につきましては、上富田町集会所設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例案でございます。この条例は、下ノ岡町内会より、下ノ岡生活改善セ

ンターを町内会館として現に使用しており、町条例に追加してほしい旨の申し出があり

ましたことから、本条例に上富田町下ノ岡会館として追加するための一部改正でござい

ます。

次に、議案第３８号につきましては、上富田町体育施設の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例案でございます。この条例は、上富田スポーツセンター内にスポ

ーツサロンが完成したことから、使用料を定めるため、本条例の一部を改正するもので

あります。また、あわせて使用料の前納のただし書きについて見直しを行うものであり

ます。

次に、議案第３９号につきましては、上富田文化会館の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例案でございます。この条例は、上富田町体育施設の設置及び管理に

関する条例の改正と同様に、文化会館の使用料の前納についての緩和条件であるただし

書きを追加するため、一部を改正するものでございます。

次に、議案第４０号につきましては、平成２９年度上富田町一般会計補正予算（第１

号）でございます。今回、補正前の額に５，５６９万９，０００円を追加し、予算総額

を５８億５，３６９万９，０００円と定めています。補正予算の主な内容は、番号制度

関連システム改修委託料２３９万４，０００円、地方創生推進交付金事業において観光

ツアー企画事業としてワークショップの開催経費や観光ツアー企画の委託料等で１，５

１１万円、また、くちくまの熱中塾事業としまして生馬公民館芦山分館の改修経費等で

１，１１０万円、道路橋梁維持費で維持補修工事請負費２，０００万円を措置していま

す。

次に、議案第４１号につきましては町道路線の認定についてでございます。本議案は、

緑ヶ丘４号線延長２７５．２９メートル、緑ヶ丘４号支線４０．８３メートルについて

町道路線の認定をお願いするものでございます。

以上が本定例会に上程します諸議案の概要でございます。

詳細につきましては担当課長及び企画員より説明いたしますので、ご審議の上、ご承

認賜りますよう何とぞよろしくお願いします。

なお、４月１日付けの人事異動につきましては、本定例会に出席していますので、総
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務政策課長より異動発令をした企画員を紹介させます。よろしくお願いを申し上げます。

○議長（山本明生）

総務政策課長より発言を求められていますので、これを許可します。

総務政策課長、福田君。

○総務政策課長（福田睦巳）

おはようございます。

それでは、４月１日付で人事異動の発令をしましたので、企画員の紹介をさせていた

だきます。

総務政策課企画員行政グループ長兼防災国土強靱化グループ長の中松秀夫です。

○総務政策課企画員（中松秀夫）

中松です。よろしくお願いします。

○総務政策課長（福田睦巳）

住民生活課企画員生活グループ長の栗田信孝です。

○住民生活課企画員（栗田信孝）

栗田です。よろしくお願いします。

○総務政策課長（福田睦巳）

住民生活課企画員生活グループの十河貴子です。

○住民生活課企画員（十河貴子）

十河です。よろしくお願いします。

○総務政策課長（福田睦巳）

以上になります。今後ともご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。

─────────────────────────────────────────

△日程第４ 報告第１号～日程第２４ 議案第４１号

○議長（山本明生）

この際、日程第４ 報告第１号、上富田町税条例の一部を改正する条例の件について

の件から日程第２４ 議案第４１号、町道路線の認定についての件まで、２１件を一括

議題とします。

当局より説明を求めます。

税務課長、橋本君。

○税務課長（橋本秀行）

おはようございます。

私からは、報告第１号並びに第２号をご説明いたします。

報告第１号、専決処分の承認を求めることについて。
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地方自治法第１７９条第１項の規定により下記のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記。

専決第１号、上富田町税条例の一部を改正する条例。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

専決第１号、上富田町税条例の一部を改正する条例。

上富田町税条例の一部を別紙のように改正する。

平成２９年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。

１ページをお願いします。

上富田町税条例の一部を改正する条例。

上富田町税条例の一部改正。

上富田町税条例の一部を次のように改正する。

まず、改正条例の趣旨及び内容につきましてご説明いたします。

地方税法等の一部を改正する総務省令が平成２９年３月３１日に公布されたことに伴

い、同日付にて本条例の一部を改正し専決処分を執行したので、その報告をし、承認を

求めるものでございます。

このたびの改正内容につきましては、合計１９項の条文改正となっております。お時

間の都合によりまして、説明の主要ポイント５項目を抜粋させていただき、その他の改

正内容につきましては割愛させていただきますので、ご了承いただきましてお目通しを

よろしくお願いいたします。

それでは、各条の主要ポイントにつきまして参考資料の新旧対照表でご説明いたしま

すので、１０ページをお願いします。

まず、第３３条第４項の規定です。この規定は、特定配当所得等の住民税課税方式の

選択に係る所要規定の整備となっております。内容は、株式等に係る特定配当所得等に

つきまして、通常は確定申告を提出することによりまして申告業務が完了しますんです

けれども、住民税の納税通知書が送達される日までに配当所得等に係る申告書を確定申

告とは別に住民税申告で提出することにより、所得税と異なる課税方法、いわゆる総合

課税、申告分離課税、申告不要制度を選択することが明確化された改正規定でございま

す。

次に、同条第６項の規定につきましては、特定株式等譲渡所得の規定となっておりま

して、同条第４項の規定内容と同じとなっておりますので説明を割愛させていただきま

す。
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続きまして、１９ページから２０ページをお願いいたします。

第７４条の２の規定につきましては、被災市街地復興推進地域に定められた場合に、

震災等発生後４年の部分に限り特例措置を適用する常設規定となっております。内容に

つきましては、住宅が震災等の理由により滅失、損害した土地につきまして、被災市街

地復興推進地域に定められた場合、当該土地を住宅用地として使用できないと認められ

るときですけれども、震災等発生後４年の部分に限り固定資産税を該当土地を住宅用地

とみなすという常設規定の整備でございます。

なお、この改正は、平成２８年４月１日以降に生じた震災等の理由によりまして、被

災住宅用地に係る固定資産税について適用となっております。

続きまして、２１ページ下段をお願いします。

附則第１０条の２の規定でございまして、地方税法附則第１５条第３３項から第３２

項の項ずれに伴う改正となっております。

町条例につきましては、附則第１０条の２の２項から６項までの項ずれ規定の整備で

ございます。内容につきましては、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産の課税

表示の特例の規定でございます。

続きまして、２２ページ上段をお願いいたします。

附則第１０条の２の７項の規定でございまして、これはわがまち特例の割合を導入す

る規定となっております。

喫緊の課題であります保育の受け皿の整備等を促進するため、税制上の特例措置とし

まして、企業主導型保育事業の施設等に係る固定資産税について新設規定となっており

ます。根拠法令につきましては、地方税法附則第１５条第４４項の規定となっておりま

す。内容につきましては、子ども・子育て支援法に基づく内閣府の補助を受けた事業主

等が保育施設を設置する場合、施設等の固定資産に係る課税標準額を最初の５年価格に

２分の１の割合を乗じて得た額とする特例措置でございます。

また、この内閣府の補助開始対象期間は平成２９年４月１日から平成３１年３月３１

日の期間と限定されていますので、ご留意してください。

なお、この改正は、平成３０年度以降の固定資産税について適用となっております。

続きまして、２６ページ下段から２７ページをお願いいたします。

附則第１６条の改正規定につきましては、軽自動車税のグリーン化特例軽課の２年延

長に係る新設規定でございます。内容につきましては、軽自動車税において、燃費性能

等のすぐれた新車に限り、取得した日の属する年度の翌年度部分の税率を軽減するとい

う内容でございます。いわゆる軽課の特例としまして、適用期限を２年延長する内容で

同条第５号から第７号の新設規定となっております。ただし、特例対象年度は平成２９
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年度から平成３０年度部分となりまして、取得年の翌年度部分に限ります。

続きまして、２８ページをお願いいたします。

附則第１６条の２の規定は、軽自動車税の賦課徴収の特例についての新設でございま

す。内容につきましては、自動車製作者等の不正行為に起因し軽自動車税の納付不足額

が発生した場合には所要の規定を講ずるという新設でございます。また、同条第３項は、

不足額に対して１００分の１０の割合を加算するという内容の規定でございます。

恐れ入りますが、改正文８ページ中段へお戻りください。

附則第１条におきまして、この条例は平成２９年４月１日から施行することとなって

おります。

また、附則第２条に町民税、第３条に固定資産税並びに第４条には軽自動車税に関す

る経過措置を定めておりますので、お目通しのほどよろしくお願いいたします。

以上で説明を終わります。何とぞご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

続きまして、報告第２号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記。

専決第２号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

専決第２号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。

上富田町国民健康保険税条例の一部を別紙のように改正する。

平成２９年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。

１ページをお願いします。

上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。

上富田町国民健康保険税条例の一部改正。

上富田町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。

このたびの地方税法施行令の一部を改正する総務省令が平成２９年３月３１日に公布

されたことに伴い、同日付におきまして本条例の一部を改正し専決処分をしましたので、

その報告をし、承認を求めるものでございます。

それでは、改正内容を説明いたします。

国民健康保険税につきましては応益割と応能割の合計額によって課税されております

が、低所得者及び担税力が特に不足している被保険者を救済するため、世帯の合計の所

得が一定額以下の場合には応益割の部分、いわゆる被保険者均等割、世帯別平等割の税
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額につきましては原則７割、５割、２割の軽減を行っております。このたびの改正では、

経済動向等を踏まえまして国保税の軽減判定所得の基準を見直すという内容になってお

ります。５割軽減対象世帯の被保険者数に乗ずるべき加算額を２６万５，０００円から

５，０００円引き上げの２７万円に、また、２割軽減対象世帯に係る被保険者に乗ずる

べき加算額を４８万円から１万円引き上げ４９万円とした軽減対象者を拡大する措置と

なっております。

附則第１条におきまして、この条例は平成２９年４月１日から施行することとしてお

ります。また、附則第２条には適用区分の規定並びに参考資料として改正区分の新旧対

照表を２ページ掲載しておりますので、お目通しのほどよろしくお願いいたします。

以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（山本明生）

総務政策課、樫原君。

○総務政策課企画員（樫原基史）

よろしくお願いいたします。

私からは、報告第３号、第４号につきましてご説明いたします。

報告第３号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記。

専決第３号、平成２８年度上富田町一般会計補正予算（第８号）。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いいたします。

専決第３号、平成２８年度上富田町一般会計補正予算（第８号）。

平成２８年度上富田町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２億４，３４９万７，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６６億７，０２０万円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

繰越明許費。

第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。

地方債の補正。
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第３条、地方債の変更、廃止は、「第３表 地方債補正」による。

平成２９年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いいたします。

「第１表 歳入歳出予算補正」でございます。

歳入につきましては、１款町税では、補正前の額から今回１，１３６万４，０００円

を減額し、１４億９，３３３万８，０００円と定めてございます。

３款利子割交付金では、補正前の額から１７７万３，０００円を減額。

４款配当割交付金では、補正前の額から９０４万７，０００円を減額。

５款株式等譲渡所得割交付金では、補正前の額から５０１万２，０００円を減額。

７款ゴルフ場利用税交付金では、補正前の額から１９４万８，０００円を減額。

１１款交通安全対策特別交付金では、補正前の額から３２万７，０００円を減額。

１２款分担金及び負担金では、補正前の額に３４５万９，０００円を追加。

１３款使用料及び手数料では、補正前の額から１，８３５万６，０００円を減額。

１４款国庫支出金では、補正前の額から１，９３２万８，０００円を減額。

１５款県支出金では、補正前の額から２，４３８万９，０００円を減額。

１６款財産収入では、補正前の額に５１６万円を追加。

１７款寄付金では、補正前の額に４８３万９，０００円を追加。

１８款繰入金では、補正前の額から１億８，３３３万４，０００円を減額。

２０款諸収入では、補正前の額に２，３５３万３，０００円を追加。

２１款町債では、補正前の額から５６１万円を減額。

歳入合計では、補正前の額から今回２億４，３４９万７，０００円を減額し、６６億

７，０２０万円と定めてございます。

次のページをお願いいたします。

歳出につきまして、１款議会費では、補正前の額から今回２１７万９，０００円を減

額し、８，４４３万１，０００円と定めてございます。

２款総務費では、補正前の額から１，６０７万円を減額。

３款民生費では、補正前の額から１億１，９９２万７，０００円を減額。

４款衛生費では、補正前の額から３，４３１万８，０００円を減額。

５款農林水産業費では、補正前の額から２，５３１万円を減額。

６款商工費では、補正前の額から２３５万７，０００円を減額。

７款土木費では、補正前の額から２，３７６万８，０００円を減額。

８款消防費では、補正前の額に４１８万４，０００円を追加。

９款教育費では、補正前の額から６４３万９，０００円を減額。
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１０款災害復旧費では、補正前の額から６６６万９，０００円を減額。

１１款公債費では、補正前の額から１，０６４万４，０００円を減額。

歳出合計では、補正前の額から今回２億４，３４９万７，０００円を減額し、６６億

７，０２０万円と定めてございます。

次のページをお願いいたします。

「第２表 繰越明許費」でございます。

年度内に事業が完成しなかったため、次年度へ繰り越す分でございます。

２款総務費の個人番号カード交付事業で１３６万２，０００円。

３款民生費の臨時福祉給付金等給付事業で６，４１７万９，０００円。

９款教育費の学校給食施設整備事業で９億４４９万２，０００円。

３事業合計で９億７，００３万３，０００円となってございます。

次の７ページをお願いいたします。

「第３表 地方債補正」でございます。

まず、変更では、統合保育所建設事業につきまして、限度額に１，４９０万円を追加

し、１億４，０４０万円と定めてございます。

地方道路等整備事業につきましては、限度額を４００万円減額し１，７６０万円に。

道路橋梁等整備事業につきましては、限度額を８５０万円減額し３６０万円に。

消防設備整備事業につきましては、限度額を１０万円減額し１８０万円に。

臨時財政対策債につきましては、限度額を６１万円減額し１億９，９３９万円に。

学校給食施設整備事業につきましては、限度額に１，１８０万円追加し７億７，９５

０万円に。

公共土木施設災害復旧事業につきましては、限度額を１７０万円減額し４２０万円に。

地方創生事業につきましては、限度額に９７０万円を追加し３，２７０万円としてご

ざいます。

次のページをお願いいたします。

次、廃止でございます。

災害援護資金につきましては、限度額３５０万円を廃止としてございます。

次の９ページをお願いいたします。

「歳入歳出補正予算事項別明細書」。

総括につきまして、今回の補正は、各事業費の精査及び実質収支を見込んだ最終補正

となってございます。このページから１１ページにつきましてはお目通しをお願いいた

します。

それでは、各内訳につきまして歳出から説明させていただきますので、３８ページを
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お願いいたします。

３８ページ、歳出につきまして、１款議会費では、各経費の精査により補正前の額か

ら２１７万９，０００円を減額し、８，４４３万１，０００円と定めてございます。主

なものといたしまして、交際費で５４万３，０００円を減額してございます。

２款総務費の一般会計管理費では、経費の精査により１，３７０万円を減額してござ

います。主なものといたしまして、総合事務組合負担金の特別負担金分で５７２万８，

０００円を減額、また、職員共済組合負担金で６２７万８，０００円を減額してござい

ます。

次、４１ページをお願いいたします。

負担金、補助及び交付金のところで、県からの職員派遣負担金が確定しましたので８

８２万３，０００円を措置してございます。

財産管理費では５４２万８，０００円を追加、主なものといたしまして、積立金の小

集落改良住宅基金積立金で５０３万８，０００円を追加してございます。

次、４２ページをお願いいたします。

防災対策費で、経費の精査により３８６万３，０００円を減額してございます。主な

ものといたしましては、負担金、補助及び交付金で木造住宅耐震改修費補助金ほかで３

７３万４，０００円を減額してございます。

交通安全対策費では、各経費の精査により２５８万６，０００円を減額してございま

す。

次、４４ページをお願いいたします。

企画費では、各経費の精査により８万９，０００円を減額。

みんなが学んで花ひらく口熊野かみとんだ事業費では４０２万８，０００円を追加。

主なものといたしまして、４７ページをお願いいたします。積立金で、さわやか上富田

まちづくり基金積立金４６１万４，０００円を追加してございます。

人権推進費では、経費の精査により１０万５，０００円を減額。

男女共同参画社会推進費では６万７，０００円を減額。

地籍調査費では、精査により８４万５，０００円を減額してございます。

次、４８ページをお願いいたします。

税務総務費では経費の精査により１０万１，０００円を減額。

賦課徴収費では１２９万円を減額。主なものといたしまして、役務費の土地鑑定手数

料で１６８万５，０００円を減額してございます。

戸籍住民基本台帳費では、精査により３１万４，０００円を減額してございます。

次、５０ページをお願いいたします。
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選挙管理委員会費では、経費の精査により１１万６，０００円を減額。

参議院議員通常選挙費では１９万８，０００円を減額してございます。

次、５２ページをお願いいたします。

生馬財産区議会議員選挙費では、精査により２００万３，０００円を減額してござい

ます。

基幹統計調査費では、補正額はございませんが、財源内訳の変更をしてございます。

監査委員費では、経費の精査により２４万９，０００円を減額してございます。

次、５４ページをお願いいたします。

３款民生費の社会福祉総務費では、経費の精査により１，６０４万９，０００円を減

額。主なものといたしまして、特別会計介護保険繰出金１，４６６万２，０００円を減

額してございます。

老人福祉費では、経費の精査により１１５万７，０００円を減額してございます。

次、５６ページをお願いいたします。

障害福祉費では２，６７９万円を減額。主なものといたしまして、扶助費で障害福祉

サービス等給付費ほかで２，５３１万円を減額してございます。

社会・児童福祉医療費では４，０４７万８，０００円を減額。主なものといたしまし

て、５９ページをお願いいたします。繰出金のところで、特別会計国民健康保険事業繰

出金で３，２３２万４，０００円を減額、また、特別会計後期高齢者医療繰出金で１１

８万９，０００円を減額してございます。

臨時福祉給付金等給付事業では、普通旅費で１万４，０００円追加してございますが、

消耗品費で１万４，０００円減額しているため、補正額はゼロとなってございます。

児童福祉総務費では、経費の精査により２３万２，０００円を減額してございます。

次、６０ページをお願いいたします。

保育所運営費では、経費の精査により２，１６３万円を減額。主なものといたしまし

て、賃金で９６９万１，０００円を減額、需用費で７９３万７，０００円を減額してご

ざいます。

次、６２ページをお願いいたします。

保育所建設事業費では１５３万９，０００円を追加。主なものといたしまして、統合

保育所建築工事請負費で１６１万１，０００円を追加してございます。

児童措置費では、児童手当費で３１１万円を減額してございます。

災害救助費では１，２０２万円を減額してございます。

４款衛生費の保健衛生総務費では、経費の精査により３８２万５，０００円を減額。

主なものといたしまして、６５ページをお願いいたします。委託料のところで、妊婦健
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診委託料ほかで３４０万８，０００円を減額してございます。

予防費では、経費の精査により７６４万６，０００円の減額。主なものといたしまし

て、委託料で予防接種委託料や検診委託料ほかで６０１万円を減額してございます。

次、６６ページをお願いいたします。

環境衛生費では、経費の精査により２２６万６，０００円を減額してございます。

清掃総務費では、精査により２，０５８万１，０００円を減額。主なものといたしま

して、６９ページをお願いいたします。消耗品で５７０万円を減額。また委託料では、

再資源処理委託料ほかで７５５万円を減額してございます。

５款農林水産業費、農業委員会費では、経費の精査により１８２万１，０００円を減

額してございます。

次、７０ページをお願いいたします。

農業総務費では１，４５８万４，０００円の減額。主なものといたしまして、特別会

計農業集落排水事業繰出金６１４万８，０００円を減額してございます。

農業振興費では６３４万２，０００円を減額。主なものといたしまして、７３ページ

のところをお願いいたします。負担金、補助及び交付金で中山間地域等直接支払事業交

付金ほかで５９０万３，０００円を減額してございます。

畜産振興費では、普通旅費３，０００円を追加。

土地改良施設維持管理適正化事業費では、経費の精査により７７万７，０００円を減

額。

小規模土地改良事業費では９，０００円を減額してございます。

林業総務費では、精査により１７８万円を減額してございます。

次、７４ページをお願いいたします。

６款商工費、商工総務費では、経費の精査により２３５万７，０００円を減額してご

ざいます。

次、７６ページをお願いいたします。

７款土木費、土木総務費では、経費の精査により７３万１，０００円を減額。

道路橋梁総務費では、精査により１５４万３，０００円を減額してございます。

次、７８ページをお願いいたします。道路橋梁維持費では、経費の精査により１６１

万８，０００円を減額。

高速道路対策費では１４万６，０００円を減額。

社会資本整備総合交付金事業費では、橋梁補修工事請負費の減額等によりまして４９

６万５，０００円を減額してございます。

河川総務費では、経費の精査により３２万７，０００円を減額。
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河川改良費では、精査により１８５万２，０００円を減額してございます。

次、８０ページをお願いいたします。

都市計画費では１，０２３万円を減額。主なものといたしまして、特別会計公共下水

道事業繰出金１，０１８万８，０００円を減額してございます。

住宅管理費では、経費の精査により２２３万８，０００円を減額。主なものといたし

まして、上富田町定住促進住宅基金積立金２１４万円を減額してございます。

公営住宅建設事業費では、精査により１１万８，０００円の減額。

次、８２ページをお願いいたします。

８款消防費の常備消防費では、精査により８万５，０００円を減額。

非常備消防費では４４６万１，０００円を追加。主なものといたしまして、報償費の

消防団員退職報償金６２４万４，０００円を追加してございます。

次、８４ページをお願いいたします。

水防費では、精査により１９万２，０００円を減額してございます。

９款教育費、事務局費では、精査により１５８万１，０００円を減額。主なものとい

たしまして、広域入所認定こども園運営負担金１０６万５，０００円を減額してござい

ます。

２項小学校費の学校管理費では、経費の精査により４９万５，０００円を減額してご

ざいます。

次、８６ページをお願いいたします。

教育振興費では、精査により３２万６，０００円を減額してございます。

３項中学校費の学校管理費では６０万円を減額。

教育振興費では１５万８，０００円を減額。

社会教育総務費では１４１万４，０００円を減額してございます。

次、８８ページをお願いいたします。

生涯学習事業費では、精査により１９万３，０００円を減額。

公民館運営費では９万３，０００円を減額してございます。

次、９０ページをお願いいたします。

人権教育推進費では、精査により４万６，０００円を減額。

青少年対策費では４万２，０００円を減額。

児童館運営費では５１万３，０００円を減額。

放課後児童対策費では１０４万９，０００円を減額してございます。

次、９２ページをお願いいたします。

図書館運営費では、精査により１４万７，０００円を減額。
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文化会館運営費では１３２万９，０００円を追加。主なものといたしまして、光熱水

費で８８万５，０００円を追加してございます。

次、９４ページをお願いいたします。

保健体育総務費では、スポーツサロン等経費の精査によりまして１２万５，０００円

を減額してございます。

体育施設管理費では９８万６，０００円を減額してございます。

次、９６ページをお願いいたします。

学校給食施設整備事業費では、今回補正額はございませんが、歳出科目の変更及び財

源内訳の変更を行ってございます。

１０款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費の単独災害復旧事業費では、経費の

精査により４１万２，０００円を減額。

現年発生農業用施設災害復旧事業費では３５万３，０００円を減額。

現年発生農地災害復旧事業費では１７万５，０００円を減額してございます。

２項公共土木施設災害復旧費の単独災害復旧事業費では３０万５，０００円を減額。

次、９８ページをお願いいたします。

現年発生公共土木施設災害復旧事業費では５４２万４，０００円を減額してございま

す。

１１款公債費、元金では１３万３，０００円を追加。

利子では１，０７７万７，０００円を減額してございます。

次の１００ページ、１０１ページにつきましては、今回の補正に係る給与費明細書と

なっておりますので、恐れ入りますがお目通しをお願いいたします。

続きまして、歳入につきまして説明させていただきますので、１２ページをお願いい

たします。

１２ページ、歳入でございます。

歳入につきましては、今回の補正に係る財源となってございます。

１款町税では、固定資産等所在市町村交付金及び納付金で２万５，０００円を減額。

町たばこ税では１，１１５万５，０００円を減額。

入湯税では１８万４，０００円を減額。

３款利子割交付金では１７７万３，０００円を減額。

４款配当割交付金では９０４万７，０００円を減額してございます。

次、１４ページをお願いいたします。

５款株式等譲渡所得割交付金では５０１万２，０００円を減額。

７款ゴルフ場利用税交付金では１９４万８，０００円を減額。
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１１款交通安全対策特別交付金では３２万７，０００円を減額。

１２款分担金及び負担金の民生費負担金では２７７万２，０００円の追加。保育所運

営費負担金の追加でございます。

土木費負担金では５，０００円の減額。

農林業費負担金では、土地改良施設維持管理適正化事業負担金１７８万８，０００円

を措置してございます。

次、１６ページをお願いいたします。

災害復旧費分担金では１０９万６，０００円を減額。

１３款使用料及び手数料、１項使用料では合計で１８４万７，０００円を減額してご

ざいます。主なものといたしまして、定住促進住宅使用料現年分で２５３万円減額して

ございます。

次、１８ページをお願いいたします。

２項手数料では合計で１，６５０万９，０００円を減額。主なものといたしまして、

可燃・不燃物収集処理手数料で１，６６２万６，０００円を減額してございます。

次、２０ページをお願いいたします。

１４款国庫支出金、１項国庫負担金では合計で１７１万４，０００円の減額。主なも

のといたしまして、障害者自立支援給付費負担金で１９４万円追加、障害児施設措置費

（給付費等）負担金で２１６万円を減額してございます。

２項国庫補助金では、各事業の精査により１，７６０万４，０００円の減額。主なも

のといたしまして、地方創生推進交付金で９１８万５，０００円を減額してございます。

次、２２ページをお願いいたします。

土木費国庫補助金全体で７１５万円を減額してございます。

３項委託金では、次の２４ページをお願いいたします。各事業の精査によりまして、

合計で１万円の減額となってございます。

１５款県支出金、１項県負担金では、各事業の精査により合計で２０９万５，０００

円の減額となってございます。主なものといたしまして、紀州３人っこ施策保育料支援

負担金で９８万６，０００円の減額、障害児施設措置費（給付費等）負担金で１０８万

円を減額してございます。

２項県補助金では、各事業の精査により合計で２，２３４万円を減額。主なものとい

たしまして、２６ページをお願いいたします。民生費県補助金全体で１，０８６万１，

０００円を減額、また農林業費県補助金全体で８６８万５，０００円の減額となってご

ざいます。

次、２８ページをお願いいたします。
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３項委託金では合計で４万６，０００円追加。主なものといたしまして、県民の友配

布委託金３万８，０００円を追加してございます。

１６款財産収入の１項財産運用収入の利子及び配当金では、合計３万８，０００円を

減額。

次、３０ページをお願いいたします。

２項財産売払収入の合計では５１９万８，０００円の追加。主なものといたしまして、

丹田台改良住宅払下収入で３００万８，０００円の追加、また砂利販売収入で２１７万

円を追加してございます。

１７款寄付金では合計で４８３万９，０００円を追加。主なものといたしまして、さ

わやか上富田まちづくり寄付金４６１万７，０００円を追加してございます。

１８款繰入金の２項基金繰入金では、次の３２ページをお願いいたします。各基金繰

入金合計で１億８，１３２万７，０００円を減額してございます。

３項財産区繰入金では、生馬財産区議会議員選挙費繰入金で２００万７，０００円を

減額してございます。

２０款諸収入では、町預金利子で１万円を減額。

諸収入の３項雑入、納付金で１，０００円を減額、雑入では２，３５４万４，０００

円を追加。主なものといたしまして、３４ページをお願いいたします。消防団員退職報

償金で６２４万４，０００円を追加、また、県への職員派遣負担金の確定により７２９

万３，０００円を措置してございます。

２１款町債では、各事業の精査によりまして、次の３６ページをお願いいたします。

合計で５６１万円の減額となってございます。

以上が３月３１日付をもって専決した内容でございます。

何とぞご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

続きまして、報告第４号につきましてご説明いたします。

報告第４号、平成２８年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計算書。

２款総務費では、個人番号カード交付事業で繰越額１３６万２，０００円。

３款民生費では、臨時福祉給付金等給付事業で繰越額６，４１７万９，０００円。

９款教育費では、学校給食施設整備事業で繰越額９億４４９万２，０００円。

３事業合計で９億７，００３万３，０００円となってございます。

財源内訳につきましては、国県支出金で２億８１４万６，０００円、地方債で７億５

０万円、一般財源で６，１３８万７，０００円となってございます。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

この報告書につきましては、専決第３号の第２条によりご説明申し上げました繰越明
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許費において、地方自治法施行令第１４６条の規定に基づきまして財源内訳とともに報

告するものでございます。

何とぞご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（山本明生）

暫時休憩します。

午前１０時４０分まで休憩します。

─────────────

休憩 午前１０時２６分

─────────────

再開 午前１０時３９分

─────────────

○議長（山本明生）

再開します。

引き続き、提案理由の説明を求めます。

原君。

○住民生活課長（原 宗男）

よろしくお願いいたします。

私からは、報告第５号から報告第８号までご説明いたします。

報告第５号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記。

専決第４号、平成２８年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

専決第４号、平成２８年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）。

平成２８年度上富田町の特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億４，５４０万１，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２億９３５万１，０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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平成２９年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。

なお、この会計における３月末の国保加入世帯は２，５９１世帯です。被保険者数は

４，３７９人となっています。

次のページをお願いします。

「第１表 歳入歳出予算補正」。

歳入です。

１款国民健康保険税では、補正前の額から３，１６５万８，０００円を減額し、４億

７，４７９万３，０００円と定めています。

２款使用料及び手数料では、補正前の額に１４万３，０００円を追加。

３款国庫支出金では、補正前の額に１，３７３万２，０００円を追加。

４款療養給付費交付金では、補正前の額から１，０９４万１，０００円を減額。

５款前期高齢者交付金では、補正前の額から４，１１５万７，０００円を減額。

６款県支出金では、補正前の額から９５０万５，０００円を減額。

７款共同事業交付金では、補正前の額から４，４５１万５，０００円を減額。

８款財産収入では、補正前の額から４万６，０００円を減額。

９款繰入金では、補正前の額から３，２３２万４，０００円を減額。

１１款諸収入では、補正前の額に１，０８７万円を追加。

歳入合計では、補正前の額から１億４，５４０万１，０００円を減額し、２２億９３

５万１，０００円と定めています。

３ページをお願いします。

歳出です。

１款総務費では、補正前の額から５１５万２，０００円を減額し、３，８５２万１，

０００円と定めています。

２款保険給付費では、補正前の額から７，６３８万円を減額。

３款後期高齢者支援金等では、補正前の額から７４０万１，０００円を減額。

４款前期高齢者納付金等では、補正前の額から１５万３，０００円を減額。

５款老人保健拠出金では、補正前の額から１１万２，０００円を減額。

６款介護納付金では、補正前の額から２，５９９万９，０００円を減額。

７款共同事業拠出金では、補正前の額から７，０３０万１，０００円を減額。

８款保健事業費では、補正前の額から５６９万１，０００円を減額。

９款基金積立金では、補正前の額に４，９９５万５，０００円を追加。

１０款公債費では、補正前の額から１５０万円を減額。

４ページをお願いします。
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１１款諸支出金では、補正前の額から１６６万７，０００円を減額。

１２款予備費では、補正前の額から１００万円を減額。

歳出合計では、補正前の額から１億４，５４０万１，０００円を減額し、２２億９３

５万１，０００円と定めています。

次の５ページから７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして

は、恐れ入りますが、お目通しのほどよろしくお願いいたします。

８ページ、９ページをお願いします。

２、歳入です。

１款国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税では２，４４２万２，０００

円を減額。主なもので、医療給付費分現年課税分１，５６２万６，０００円を減額して

います。

２目退職被保険者等国民健康保険税では７２３万６，０００円を減額。主なもので、

医療給付費分現年課税分５４８万８，０００円を減額しています。

１０ページ、１１ページをお願いします。

２款使用料及び手数料、１目督促手数料では１４万３，０００円を追加。

３款国庫支出金、１項国庫負担金では、合計で１８４万１，０００円を減額。主なも

ので、療養給付費負担金で１，００６万３，０００円を追加、介護納付金負担金で８２

３万７，０００円を減額、高額医療費共同事業負担金で２４６万円を減額しています。

２項国庫補助金では、１２ページ、１３ページをお願いします、合計で１，５５７万

３，０００円を追加。主なもので、普通調整交付金１，３６９万３，０００円を追加し

ています。

４款療養給付費交付金では１，０９４万１，０００円を減額。

５款前期高齢者交付金では４，１１５万７，０００円を減額。

６款県支出金、１項県負担金では、合計で１，０２１万６，０００円を減額。主なも

ので、普通調整交付金２，３１２万２，０００円を減額、特別調整交付金で１，５３６

万６，０００円を追加措置してございます。

１４ページ、１５ページをお願いします。

２項県補助金、１目財政対策補助金では７１万１，０００円を追加。

７款共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金では１，７７０万９，０００円

を追加。

２目保険財政共同安定化事業交付金では６，２２２万４，０００円を減額しています。

８款財産収入では、国民健康保険基金預金利子４万６，０００円を減額してございま

す。
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９款繰入金、１目一般会計繰入金では３，２３２万４，０００円を減額。主なもので、

財政安定化支援事業繰入金２，５００万円を減額しています。

１６ページ、１７ページをお願いします。

１１款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料では、合計で９８４万７，０００円を追

加。

２項町預金利子では、１，０００円を減額しています。

３項雑入では、合計で１０２万４，０００円を追加しています。

１８ページ、１９ページをお願いします。

３、歳出です。

１款総務費、１項総務管理費では、合計で３０３万８，０００円を減額。

２項徴税費では２０７万３，０００円を減額しています。いずれも、それぞれの所要

の経費の精査により精査を行ってございます。

２０、２１ページをお願いします。

３項運営協議会費では４万１，０００円を減額。

２款保険給付費、１項療養諸費では、合計で６，８０８万８，０００円を減額。

それぞれ精査を行っています。

２項高額療養費では、２２、２３ページをお願いします。合計で１６８万２，０００

円を減額。同じくそれぞれの精査を行ってございます。

３項移送費では、給付がありませんでしたので２万円を減額し、ゼロ円としてござい

ます。

４項出産育児諸費、１目出産育児一時金では６３１万７，０００円を減額し、６２８

万３，０００円と定めてございます。

２４、２５ページをお願いします。

２目審査支払手数料では３，０００円を減額。

５項葬祭諸費、１目葬祭費では２７万円を減額し、６３万円と定めてございます。

３款後期高齢者支援金等では、額の決定により７４０万１，０００円を減額してござ

います。後期高齢者支援金とは、後期高齢者医療制度の財源となるものであり、その財

源のうち約４０％を国民健康保険初め各健康保険組合等で負担するものでございます。

４款前期高齢者納付金等では、次の２６ページ、２７ページをお願いします、額の決

定により１５万３，０００円を減額してございます。前期高齢者とは、６５歳以上７５

歳未満の高齢者のことをいいます。定年退職などで会社を退職した後に国民健康保険に

加入する方が多く、そのため、国民健康保険における高齢者医療の負担は他の医療者保

険より大きくなります。その医療保険間の負担の不均衡を解消するため、前期高齢者の
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加入率の低い健康組合等が前期高齢者納付金を負担することになります。

５款老人保健拠出金では、額の決定により１１万２，０００円を減額してございます。

６款介護納付金では、額の決定により２，５９９万９，０００円を減額してございま

す。

７款共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金では、額の決定により９８３万９，００

０円を減額してございます。１件当たり８０万円を超える高額医療費が発生した場合、

国保財政の急激な影響の緩和を図るため、そのうちの１００分の５９を国保連合会から

高額医療交付金として交付されます。その財源として各市町村の国保から拠出金として

出し合うものでございます。

２８ページ、２９ページをお願いします。

２目保険財政共同安定化事業拠出金では、額の決定により６，０４６万２，０００円

を減額してございます。これにつきましては、市町村国保間の保険料の平準化、国保財

政の安定を図るため、１件当たり８０万未満の医療費についてもそのうちの１００分の

５９を国保連合会から交付されます。同じく、その財源を市町村国保から拠出し、出し

合うものでございます。

８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費では４４６万９，０００円を減額、それ

ぞれの所要の経費の精査を行ってございます。

２項保健事業費では、３０ページ、３１ページをお願いします、同じく所要の経費の

精査を行い、１２２万２，０００円を減額してございます。

９款基金積立金、１目国民健康保険基金積立金では、４，９９５万５，０００円を追

加してございます。これにより、基金の残高は、１，０００円単位でございますが、３

億４，００８万３，０００円となる見込みでございます。

１０款公債費、１目利子では、一時借入金をしていませんので１５０万全額を減額し

てございます。

１１款諸支出金、１項償還金及び還付加算金では、次の３２、３３ページをお願いし

ます、合計で１６７万３，０００円を減額しています。

２項返還金では、過年度分老人保健医療費拠出金負担金返還金６，０００円を追加し

てございます。

１２款予備費では、１００万円を減額してございます。

次の３４ページ、３５ページの給与費明細書につきましては、恐れ入りますが、お目

通しのほどよろしくお願いいたします。

以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

続いて、報告第６号についてご説明いたします。
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報告第６号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記。

専決第５号、平成２８年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第４号）。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

専決第５号、平成２８年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第４号）。

平成２８年度上富田町の特別会計介護保険補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ４，４５２万５，０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億７，９８７万９，０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。

平成２９年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。

なお、この会計における３月末の第１号被保険者数は３，８８７人で、認定者数は第

１号被保険者で８４４人、第２号被保険者で２６人、受給者数は第１号被保険者で５６

４人、第２号被保険者で２０人となってございます。

次のページをお願いします。

「第１表 歳入歳出予算補正」。

歳入です。

１款保険料では、補正前の額に４９万円を追加し、２億７，０２９万３，０００円と

定めています。

２款使用料及び手数料では、補正前の額に２万円を追加。

３款国庫支出金では、補正前の額から１１万３，０００円を減額。

４款支払基金交付金では、補正前の額から１，８４４万円を減額。

５款県支出金では、補正前の額から５万６，０００円を減額。

６款財産収入では、補正前の額から１，０００円を減額。

７款繰入金では、補正前の額から１，４６６万２，０００円を減額。

９款諸収入では、補正前の額に１８５万２，０００円を追加。
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１０款町債では、補正前の額から１，３６１万５，０００円を減額。

歳入合計では、補正前の額から４，４５２万５，０００円を減額し、１４億７，９８

７万９，０００円と定めています。

３ページをお願いします。

歳出です。

１款総務費では、補正前の額から１００万９，０００円を減額し、３，７９１万７，

０００円と定めています。

２款保険給付費では、補正前の額から４，００４万４，０００円を減額。

３款公債費では、補正前の額から１５０万円を減額。

４款地域支援事業費では、補正前の額から９１万５，０００円を減額。

５款諸支出金では、補正前の額から１０５万７，０００円を減額。

歳出合計では、補正前の額から４，４５２万５，０００円を減額し、１４億７，９８

７万９，０００円と定めています。

４ページをお願いします。

「第２表 地方債補正」の変更でございます。

起債の目的、財政安定化基金貸付金、補正前は限度額を３，９６１万５，０００円と

しておりますが、補正後では限度額を２，６００万円に変更してございます。

起債の方法、利率、償還の方法は変更ございません。よろしくお願いいたします。

次の５ページから７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして

は、恐れ入りますが、お目通しのほどよろしくお願いいたします。

８ページ、９ページをお願いします。

２、歳入です。

１款保険料、１目第１号被保険者保険料では４９万円を追加。

２款使用料及び手数料では、督促手数料２万円を追加。

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金では３１万２，０００円を

追加。

２項国庫補助金では、合計で４２万５，０００円を減額しています。

１０ページ、１１ページをお願いします。

４款支払基金交付金では、合計で１，８４４万円を減額。

５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金では６万円を減額。

２項県補助金では、合計で４，０００円を追加しています。

６款財産収入では、介護給付費準備基金預金利子１，０００円を減額してございます。

７款繰入金、１項一般会計繰入金では、１２ページ、１３ページをお願いします。合
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計で１，４６６万２，０００円を減額しています。

９款諸収入、１項町預金利子では１，０００円を減額。

２項雑入では、１４ページ、１５ページをお願いします。合計で１８５万３，０００

円を追加してございます。

１０款町債、１目財政安定化基金貸付金では、１，３６１万５，０００円を減額し、

２，６００万円と定めてございます。

１６、１７ページをお願いします。

３、歳出です。

１款総務費、１項総務管理費では９２万４，０００円を減額、それぞれ所要の経費の

精査を行ってございます。

２項徴収費では４万円を減額。

３項介護認定調査費では４万５，０００円を減額しています。いずれも所要の経費の

精査を行ってございます。

１８、１９ページをお願いします。

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費につきましては、要介護認定者に要した介

護サービス費でございます。それぞれ精査を行い、合計で３，４８０万３，０００円を

減額しています。

２０、２１ページをお願いします。

２項介護予防サービス等諸費につきましては、要支援認定者に要した要介護予防サー

ビス費でございます。それぞれ精査を行い、合計で２３８万２，０００円を減額してご

ざいます。

３項その他諸費では、審査支払手数料１万９，０００円を減額しています。

２２、２３ページをお願いします。

４項高額介護サービス等費では、合計で３８万６，０００円を減額。

５項高額医療合算介護サービス等費では、２１万４，０００円を減額。

６項特定入所者介護サービス等費につきましては、施設入所者の食事、居住費に係る

分でございます。２４、２５ページをお願いします。合計で２２４万円を減額してござ

います。

３款公債費、２目利子では、一時借入金をしていませんので１５０万円を減額してご

ざいます。

４款地域支援事業費、１項介護予防・日常生活支援総合事業費では、それぞれの所要

の経費の精査により、２６、２７ページをお願いします。合計で１５万円を減額してご

ざいます。
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２項包括的支援事業・任意事業費につきましては、それぞれの所要の経費の精査によ

り、２８、２９ページをお願いします。７６万５，０００円を減額してございます。

５款諸支出金、１目償還金では、過年度分介護給付費に係る返還金及び地域支援事業

費に係る返還金を精査によりまして１０５万７，０００円を減額してございます。

次の３０ページ、３１ページの給与費明細書につきましては、恐れ入りますが、お目

通しのほどよろしくお願いいたします。

以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

続いて、報告第７号についてご説明いたします。

報告第７号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記。

専決第６号、平成２８年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算（第３号）。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

専決第６号、平成２８年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算（第３号）。

平成２８年度上富田町の特別会計後期高齢者医療補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ８９６万２，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億７，４７１万５，０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２９年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。

なお、この会計における３月末の被保険者数は１，９８８人となってございます。

次のページをお願いします。

「第１表 歳入歳出予算補正」。

歳入です。

１款保険料では、補正前の額から７９０万３，０００円を減額し、８，９４２万３，

０００円と定めています。

２款使用料及び手数料では、補正前の額に５，０００円を追加。

３款繰入金では、補正前の額から１１８万９，０００円を減額。

５款諸収入では、補正前の額に１２万５，０００円を追加。
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歳入合計では、補正前の額から８９６万２，０００円を減額し、２億７，４７１万５，

０００円と定めています。

３ページをお願いします。

歳出です。

１款総務費では、補正前の額から２２万２，０００円を減額し、１，０９５万８，０

００円と定めています。

２款後期高齢者医療広域連合納付金では、補正前の額から８７３万２，０００円を減

額。

３款保健事業費では、補正前の額から３万７，０００円を減額。

４款公債費では、補正前の額から１８万８，０００円を減額。

５款諸支出金では、補正前の額に２１万７，０００円を追加。

歳出合計では、補正前の額から８９６万２，０００円を減額し、２億７，４７１万５，

０００円と定めています。

５ページをお願いします。

５ページから７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、

恐れ入りますが、お目通しのほどよろしくお願いいたします。

８ページ、９ページをお願いします。

２、歳入です。

１款保険料、１目後期高齢者保険料では７９０万３，０００円を減額。

２款使用料及び手数料では、督促手数料５，０００円を追加。

３款繰入金、１目一般会計繰入金では１１８万９，０００円を減額しています。

５款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目過料では１，０００円を減額。

１０ページ、１１ページをお願いします。

２項町預金利子では１，０００円を減額。

３項雑入では１２万７，０００円を追加。人間ドック補助金９万円を減額、過年度保

険料返納金２１万７，０００円を追加してございます。

１２、１３ページをお願いします。

３、歳出です。

１款総務費、１項総務管理費では、所要の経費の精査により１３万６，０００円を減

額しています。

２項徴収費では、同じく所要の経費の精査により８万６，０００円を減額してござい

ます。

２款後期高齢者医療広域連合納付金では、納付金の確定により８７３万２，０００円
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を減額してございます。

３款保健事業費では、人間ドック補助金３万７，０００円を減額してございます。

１４、１５ページをお願いします。

４款公債費、１目利子では、一時借入金をしていませんので１８万８，０００円全額

減額してございます。

５款諸支出金、１目保険料還付金では、２１万７，０００円を追加してございます。

１６ページの給与費明細書につきましては、恐れ入りますが、お目通しのほどよろし

くお願いいたします。

以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

続いて、報告第８号についてご説明いたします。

報告第８号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記。

専決第７号、平成２８年度上富田町特別会計診療所事業補正予算（第２号）。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

専決第７号、平成２８年度上富田町特別会計診療所事業補正予算（第２号）。

平成２８年度上富田町の特別会計診療所事業補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ６６８万４，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，５８８万７，０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２９年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

「第１表 歳入歳出予算補正」。

歳入です。

１款診療収入では、補正前の額から８７２万９，０００円を減額し、１，７２３万５，

０００円と定めています。

２款使用料及び手数料では、補正前の額に４万９，０００円を追加。

３款繰入金では、補正前の額に１８４万４，０００円を追加。
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４款諸収入では、補正前の額に１５万２，０００円を追加。

歳入合計では、補正前の額から６６８万４，０００円を減額し、３，５８８万７，０

００円と定めています。

３ページをお願いします。

歳出でございます。

１款総務費では、補正前の額から２０６万７，０００円を減額し、２，９８３万４，

０００円と定めています。

２款医業費では、補正前の額から４３９万２，０００円を減額。

３款公債費では、補正前の額から２２万５，０００円を減額。

歳出合計では、補正前の額から６６８万４，０００円を減額し、３，５８８万７，０

００円と定めています。

５ページをお願いします。

５ページから７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、

恐れ入りますが、お目通しのほどよろしくお願いいたします。

８、９ページをお願いします。

２、歳入です。

１款診療収入、１項外来収入では、合計で１，１１６万４，０００円を減額。

２項その他の診療収入、１目一般診療及び諸検査等収入では２４３万５，０００円を

追加。

２款使用料及び手数料、１目手数料では、診断書等交付手数料４万９，０００円を追

加しています。

１０ページ、１１ページをお願いします。

３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金では１８６万３，０００円を

追加し、１，８２５万３，０００円と定めてございます。

２項財産区繰入金、１目財産区繰入金では、市ノ瀬財産区繰入金１万９，０００円を

減額してございます。

４款諸収入、１目雑入では、飲料水自動販売機売上手数料２，０００円を減額、薬品

製造販売後調査等協力金１５万４，０００円を追加してございます。

１２ページ、１３ページをお願いします。

３、歳出です。

１款総務費につきましては、所要の経費の精査を行い、２０６万７，０００円を減額

してございます。

２款医業費につきましても、所要の経費の精査を行い、１４ページ、１５ページをお
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願いします。合計で４３９万２，０００円を減額してございます。

３款公債費、１目利子では、一時借入金をしていませんので２２万５，０００円全額

減額してございます。

以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（山本明生）

産業建設課、川口君。

○産業建設課企画員（川口孝志）

よろしくお願いいたします。

私からは、報告第９号をご説明申し上げます。

報告第９号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記。

専決第８号、平成２８年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第４号）。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

専決第８号、平成２８年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第４号）。

平成２８年度上富田町の特別会計宅地造成事業補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２，１９９万１，０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億５，９４２万７，０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２９年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いいたします。

「第１表 歳入歳出予算補正」。

歳入でございます。

今回、事業費の確定によりまして精査してございます。

１款財産収入、補正前の額から３万６，０００円を減額し、２，０００円。

２款繰入金、補正前の額から７５３万６，０００円を減額し、２，２４６万４，００

０円。

３款諸収入、補正前の額から１，４４１万９，０００円を減額し、５億３，６９６万
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１，０００円。

歳入合計では、補正前の額から２，１９９万１，０００円を減額し、５億５，９４２

万７，０００円と定めてございます。

歳出でございます。

歳出につきましても精査してございます。

１款宅地造成費、補正前の額から１，６５１万６，０００円を減額し、２億１，３４

７万４，０００円。

２款公債費、補正前の額から５４７万５，０００円を減額し、ゼロ円。

歳出合計では、補正前の額から２，１９９万１，０００円を減額し、５億５，９４２

万７，０００円と定めてございます。

次の３ページから５ページの事項別明細書につきましては、恐れ入りますが、お目通

しをお願いいたします。

６、７ページをお願いいたします。

歳入でございます。

利子及び配当金、補正前の額から３万６，０００円を減額し、２，０００円。

上富田町企業用地造成事業基金繰入金、補正前の額から７５３万６，０００円を減額

し、２，２４６万４，０００円。

宅地造成事業収入、補正前の額から４，５６７万５，０００円を減額し、５億２１４

万４，０００円。

町預金利子、補正前の額から１，０００円を減額し、ゼロ円。

雑入、補正前の額に３，１２５万７，０００円を追加し、３，４８１万７，０００円

としてございます。

８、９ページをお願いいたします。

歳出でございます。

宅地造成事業費、今回、精査によりまして補正前の額から９１３万円を減額し、１億

８，９２１万２，０００円としてございます。

続きまして、残土処理場事業費でございます。補正前の額から７３８万６，０００円

を減額し、２，４２６万２，０００円としてございます。これにつきましても事業費の

精査によるものでございます。

２款公債費、利子、補正前の額から５４７万５，０００円を減額し、ゼロ円としてご

ざいます。一時借入金利子の減額でございます。

以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（山本明生）
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教育委員会生涯学習課長、新堀君。

○教育委員会生涯学習課長（新堀浩士）

私からは、報告第１０号についてご説明申し上げますので、よろしくお願いいたしま

す。

報告第１０号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記。

専決第９号、平成２８年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第２号）。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いいたします。

専決第９号、平成２８年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第２号）。

平成２８年度上富田町の特別会計奨学事業補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ４，０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９２１万７，０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２９年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いいたします。

「第１表 歳入歳出予算補正」。

歳入でございます。

１款財産収入、補正前の額から１，０００円を減額。

２款繰越金、補正前の額から１，０００円を減額。

３款諸収入、補正前の額から２，０００円を減額。

歳入合計では、補正前の額から４，０００円を減額して、９２１万７，０００円と定

めております。

歳出では、１款総務費、補正前の額から４，０００円を減額。

歳出合計、補正前の額から４，０００円を減額して、９２１万７，０００円と定めて

おります。

次の３ページから５ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして

は、恐れ入りますが、お目通しをお願いいたします。
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６ページをお願いいたします。

２、歳入でございます。

１款財産収入、１目利子及び配当金、補正前の額から１，０００円を減額。

２款、１目繰越金で、補正前の額から１，０００円を減額。

３款諸収入、１項、１目延滞金、補正前の額から１，０００円を減額。

２項、１目町預金利子で、補正前の額から１，０００円を減額。

８ページをお願いいたします。

３、歳出では、１款総務費、１目一般管理費で、補正前の額から４，０００円を減額

しております。不用となった諸経費を減額の上、２５節奨学基金積立金に追加するもの

でございます。

なお、最終貸し付け件数につきましては、新規８件、継続２１件、合計２９件の６４

０万８，０００円となってございます。また、平成２８年度末の基金残高は１，３８３

万９，７０５円の見込みとなってございます。

以上でございます。ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（山本明生）

上下水道課、三栖君。

○上下水道課長（三栖啓功）

よろしくお願いします。

私からは、報告第１１号、報告第１２号についてご説明申し上げます。

報告第１１号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記。

専決第１０号、平成２８年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算（第４号）。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

専決第１０号、平成２８年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算（第４号）。

平成２８年度上富田町の特別会計農業集落排水事業補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ７５万５，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，４５２万７，０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
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歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２９年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

歳入につきましては、今回、事業の確定により、一般会計繰入金等の減額を初めとす

る補正でございます。

「第１表 歳入歳出予算補正」。

歳入でございます。

１款分担金及び負担金、補正前の額に２８４万７，０００円を追加。

２款使用料及び手数料、補正前の額に２５４万８，０００円を追加。

３款財産収入、補正前の額から１，０００円減額。

４款繰入金、補正前の額から６１４万８，０００円減額。

５款諸収入、補正前の額から１，０００円減額。

歳入合計としまして、補正前の額から７５万５，０００円を減額し、１億９，４５２

万７，０００円と定めております。

歳出でございます。

１款農業集落排水事業費、補正前の額から６３万円を減額。

２款公債費としまして、補正前の額から１２万５，０００円を減額。

歳出合計としまして、補正前の額から７５万５，０００円を減額しております。計と

しまして、１億９，４５２万７，０００円と定めております。

次のページをお願いします。

歳入歳出補正予算事項別明細書、総括、３ページ、４ページ、５ページにつきまして

はお目通しをお願いします。

６、７ページをお願いします。

歳入でございます。

２、歳入。

１目農業集落排水事業負担金、補正前の額に２８４万７，０００円を追加しておりま

す。

２款使用料及び手数料、１目農業集落排水使用料、補正前の額に２５４万８，０００

円を追加しております。

３款財産収入、１目利子及び配当金で、補正前の額から１，０００円減額しておりま

す。

４款繰入金、１目一般会計繰入金、補正前の額から６１４万８，０００円を減額して

おります。
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５款諸収入、１目町預金利子、補正前の額から１，０００円減額しております。

次の８ページ、９ページをお願いします。

歳出でございます。

３、歳出でございます。

１款農業集落排水事業費、１目総務費でございます。補正前の額から４３万７，００

０円を減額しております。主なものとしましては、職員時間外勤務手当、委託料、汚水

処理施設維持管理委託料及び経営戦略策定支援業務委託料の減額でございます。

２目施設維持管理費でございます。補正前の額から１９万３，０００円を減額してお

ります。主なものとしましては、光熱水費の減額、修繕費の増額、役務費、し尿浄化槽

清掃手数料の減額でございます。計としましては、補正前の額から６３万円を減額して

おります。

２款公債費、２目利子でございます。補正前の額から１２万５，０００円を減額して

おります。

合計としましては、１億１，７６４万８，０００円と定めております。

次のページをお願いします。

１０ページの給与費明細書につきましては、お目通しをお願いします。

何とぞご承認賜りますようよろしくお願いします。

続きまして、報告第１２号についてご説明申し上げます。

報告第１２号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記。

専決第１１号、平成２８年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第４号）。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

専決第１１号、平成２８年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第４号）。

平成２８年度上富田町の特別会計公共下水道事業補正予算（第４号）は、次に定める

ところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２１３万２，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億７，０５５万７，０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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平成２９年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

歳入につきましては、今回、事業の確定により精査を行ってございます。

「第１表 歳入歳出予算補正」。

歳入でございます。

１款分担金及び負担金、補正前の額に１５３万４，０００円を追加。

２款使用料及び手数料、補正前の額に５０３万３，０００円を追加。

５款財産収入としまして、補正前の額から２万５，０００円を減額しております。

６款繰入金、補正前の額から１，０１８万９，０００円を減額しております。

７款繰越金、補正前の額に８８万１，０００円を追加。

８款諸収入、補正前の額に４８９万８，０００円を追加。

歳入合計としまして、補正前の額に２１３万２，０００円を追加し、３億７，０５５

万７，０００円と定めております。

歳出でございます。

１款公共下水道事業、補正前の額に３７２万４，０００円を追加。

２款公債費としまして、補正前の額から１５９万２，０００円を減額。

歳出合計としまして、補正前の額に２１３万２，０００円を追加し、３億７，０５５

万７，０００円と定めております。

次のページをお願いします。

歳入歳出補正予算事項別明細書、３ページ、４ページ、５ページにつきましては、お

目通しをお願いします。

６ページ、７ページをお願いします。

歳入でございます。

２、歳入。

１款分担金及び負担金、１目公共下水道受益者負担金、補正前の額に１５３万４，０

００円を追加。

２款使用料及び手数料、１目公共下水道使用料、補正前の額に５０３万３，０００円

を追加。

５款財産収入、利子及び配当金、補正前の額から２万５，０００円を減額。

６款繰入金、１目一般会計繰入金、補正前の額から１，０１８万８，０００円を減額

しております。

８ページをお願いします。

６款繰入金、１目下水道事業基金繰入金、補正前の額から１，０００円減額。
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７款繰越金、１目繰越金、補正前の額に８８万１，０００円を追加。

８款諸収入、１目町預金利子、補正前の額から１，０００円減額。

８款諸収入、１目雑入、補正前の額に４８９万９，０００円を追加しております。

次のページをお願いします。

歳出でございます。

３、歳出。

１款公共下水道事業費、１目公共下水道事業費、補正前の額に１，２２９万４，００

０円を追加しております。主なものとしましては、下水道事業基金積立金１，２２６万

３，０００円を追加でございます。これにより、平成２９年度の基金総額は２億８，２

４７万８，３５０円となる見込みでございます。

２目施設維持管理費でございます。補正前の額から８５７万円を減額しております。

主なものとしましては、需用費、委託料の減額でございます。

合計としまして、補正前の額に３７２万４，０００円を追加して定めております。

次のページをお願いします。

２款公債費でございます。

２目利子、補正前の額から１５９万２，０００円を減額し、計としまして１億１，８

５２万６，０００円と定めております。

次のページをお願いします。

１２ページの給与費明細書につきましては、お目通しを願います。

何とぞご承認賜りますようよろしくお願いします。

○議長（山本明生）

産業建設課、川口君。

○産業建設課企画員（川口孝志）

よろしくお願いいたします。

私からは、報告第１３号をご説明申し上げます。

報告第１３号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記。

専決第１２号、平成２９年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第１号）。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

専決第１２号、平成２９年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第１号）。
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平成２９年度上富田町の特別会計宅地造成事業補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３億３４５万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億７０４万６，０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

一時借入金の補正。

第２条、一時借入金の借り入れの最高額に３億円を追加し、一時借入金の借り入れの

最高額を４億円とする。

平成２９年５月３１日専決、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いいたします。

「第１表 歳入歳出予算補正」。

歳入でございます。

２款諸収入、補正前の額に３億３４５万円を追加し、７億７０４万４，０００円。

歳入合計では、補正前の額に３億３４５万円を追加し、７億７０４万６，０００円と

定めてございます。

歳出でございます。

２款公債費、補正前の額に３３７万５，０００円を追加し、４８７万５，０００円。

３款前年度繰上充用金、補正前の額に３億７万５，０００円を追加し、３億７万５，

０００円。

歳出合計では、補正前の額に３億３４５万円を追加し、７億７０４万６，０００円と

定めてございます。

次の３ページから５ページの事項別明細書につきましては、恐れ入りますが、お目通

しをお願いいたします。

６、７ページをお願いいたします。

歳入でございます。

２款諸収入、宅地造成事業収入、補正前の額に３億３４５万円を追加し、７億２７４

万９，０００円。

計としまして、補正前の額に３億３４５万円を追加し、７億７０４万４，０００円と

定めてございます。

歳出でございます。

２款公債費、利子、補正前の額に３３７万５，０００円を追加し、４８７万５，００
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０円。一時借入金利子となってございます。

３款前年度繰上充用金、今回新たに３億７万５，０００円を追加し、３億７万５，０

００円と定めてございます。

なお、参考としまして、２８年度では３億４，５９５万３，０００円となってござい

ます。

以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（山本明生）

総務政策課企画員、平尾君。

○総務政策課企画員（平尾好孝）

よろしくお願いします。

私のほうからは、報告第１４号及び報告第１５号についてご説明申し上げます。

まず、報告第１４号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記。

専決第１３号、平成２９年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１

号）。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

専決第１３号、平成２９年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１

号）でございます。

平成２９年度上富田町の特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２２０万２，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９３万９，０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

一時借入金。

第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高

額は２００万円と定める。

平成２９年５月３１日専決、上富田町長小出隆道。

次の２ページをお願いします。
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「第１表 歳入歳出予算補正」。

歳入でございます。

１款諸収入、１項貸付金元利収入、補正前の額に２２０万２，０００円を追加し、２

９３万９，０００円と定めています。

次に、歳出でございます。

１款公債費、１項公債費、補正前の額に２万３，０００円を追加し、７６万円と定め

ています。

２款前年度繰上充用金、今回新たに２１７万９，０００円を計上しております。

歳出合計としまして、補正前の額に２２０万２，０００円を追加し、２９３万９，０

００円と定めております。

次の３ページから５ページの事項別明細書につきましては、恐れ入りますが、お目通

しをお願い申し上げます。

６ページ、７ページをお願いします。

２、歳入。

１款諸収入、１目宅地取得資金貸付金元利収入、補正前の額に２２０万２，０００円

を追加し、２９３万９，０００円と定めています。これは貸付金元金過年度収入でござ

います。

次に、３、歳出。

１款公債費、２目利子、補正前の額に２万３，０００円を追加し、１０万１，０００

円と定めております。

２款前年度繰上充用金、今回新たに２１７万９，０００円を追加計上しております。

続きまして、報告第１５号についてご説明申し上げます。

報告第１５号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

記。

専決第１４号、平成２９年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第１

号）。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

専決第１４号、平成２９年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第１

号）でございます。

平成２９年度上富田町の特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第１号）は、次に
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定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，３４７万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，７０１万３，０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

一時借入金。

第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高

額は３，７００万円と定める。

平成２９年５月３１日専決、上富田町長小出隆道。

２ページをお願いします。

「第１表 歳入歳出予算補正」でございます。

歳入。

１款諸収入、１項貸付金元利収入、補正前の額に３，３４７万円を追加し、３，７０

１万３，０００円と定めております。

次に、歳出でございます。

１款公債費、１項公債費、補正前の額に４１万６，０００円を追加し、３９５万９，

０００円と定めております。

２款、１項前年度繰上充用金、今回新たに３，３０５万４，０００円を計上しており

ます。

歳出合計としまして、補正前の額に３，３４７万円を追加し、３，７０１万３，００

０円と定めています。

次の３ページから５ページの事項別明細書につきましては、恐れ入りますが、お目通

しをお願いいたします。

６ページ、７ページをお願いします。

２、歳入。

１款諸収入、１目住宅新築資金貸付金元利収入、補正前の額に３，３４７万円を追加

し、３，７０１万３，０００円と定めております。

次に、３、歳出でございます。

１款公債費、２目利子、補正前の額に４１万６，０００円を追加し、７３万８，００

０円と定めております。

２款前年度繰上充用金でございます。今回新たに３，３０５万４，０００円を計上し

ております。
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以上でございます。ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（山本明生）

総務政策課長、福田君。

○総務政策課長（福田睦巳）

私からは、議案第３６号と議案第３７号についてご説明申し上げます。

議案第３６号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。

職員の育児休業等に関する条例の一部を別紙のように改正する。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（案）。

職員の育児休業等に関する条例の一部改正。

職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

今回の改正は、児童福祉法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、本条例

の一部を改正するものでございます。

改正内容は、育児休業取得の特別の事情として、保育所等における保育の利用を希望

し申し込みを行っているが、当面その実施が行われないことを追加するための改正でご

ざいます。

それでは、改正条文について新旧対照表によりご説明させていただきますので、２ペ

ージ、３ページをお願いいたします。

第３条で再度の育児休暇が取得できる特別の事情として、第４条で育児休業の期間の

再度の延長ができる特別の事情として、第１０条で育児短時間勤務の終了の日の翌日か

ら起算して１年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情とし

て、それぞれ保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面そ

の実施が行われないことを追加しております。

１ページに戻ってください。

附則で、この条例は、公布の日から施行し、平成２９年４月１日から適用するとして

ございます。

以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

続きまして、議案第３７号、上富田町集会所設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例。

上富田町集会所設置及び管理に関する条例の一部を別紙のように改正する。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いします。
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上富田町集会所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（案）。

上富田町集会所設置及び管理に関する条例の一部改正。

上富田町集会所設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

今回の改正は、下ノ岡町内会より、下ノ岡生活改善センターを町内会館として現に使

用しており、町条例に追加してほしい旨の申し出があることから、本条例に上富田町下

ノ岡会館として追加するものでございます。

位置につきましては、上富田町市ノ瀬８１４番地の２でございます。

下ノ岡会館は、木造平屋建てで床面積が８３．８平方メートルでございます。

附則で、この条例は、公布の日から施行するとしてございます。

最後のページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照ください。

以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（山本明生）

教育委員会生涯学習課長、新堀君。

○教育委員会生涯学習課長（新堀浩士）

私からは、議案第３８号及び議案第３９号についてご説明申し上げますので、よろし

くお願い申し上げます。

議案第３８号、上富田町体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。

上富田町体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いいたします。

上富田町体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（案）。

上富田町体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正。

上富田町体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

今回の改正は、このたび竣工しましたスポーツサロンの条例上の設置を行うための一

部改正及び前納に関する緩和措置でございます。ただし書きの一部改正等を行おうとす

るものでございます。

改正条文をごらんいただきたいと思います。

第８条中「前納できないとき」の次に「のほか、管理者が特に理由があると認めると

き」を加える。

第１９条第２項中「利用者」を「使用者」に改める。

別表（第８条関係）中、上富田スポーツセンター球技場の表の次に次の表を加える。

上富田スポーツセンタースポーツサロン。区分、１回。使用料、１，２９０円。備考、

午前９時から午後１０時まで、１回３時間までといたしてございます。
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附則で、この条例は、平成２９年７月１日から施行するとしてございます。

最後のページに新旧対照表を添付いたしておりますので、ご参照いただきたいと思い

ます。

以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

次に、議案第３９号についてご説明申し上げます。

議案第３９号、上富田文化会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。

上富田文化会館の設置及び管理に関する条例の一部を別紙のように改正する。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いいたします。

上富田文化会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（案）。

上富田文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正。

今回の改正は、上富田町体育施設の設置及び管理に関する条例の前納に関する一部改

正にあわせて、上富田文化会館の設置及び管理に関する条例で文化会館の前納に関する

緩和措置でありますただし書きを新たに加えるための一部改正でございます。

それでは、改正条文をごらんいただきたいと思います。

第４条第１項に次のただし書きを加える。「ただし、官公署、学校等で使用料を前納

できないときのほか、管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない」。

附則で、この条例は、平成２９年７月１日から施行するとしてございます。

最後のページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照いただきますようよろし

くお願い申し上げます。

以上、ご承認賜るようよろしくお願い申し上げます。

○議長（山本明生）

総務政策課、樫原君。

○総務政策課企画員（樫原基史）

よろしくお願いいたします。

私からは、議案第４０号につきましてご説明いたします。

議案第４０号、平成２９年度上富田町一般会計補正予算（第１号）。

平成２９年度上富田町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５，５６９万９，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５８億５，３６９万９，０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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地方債の補正。

第２条、地方債の追加、変更は、「第２表 地方債補正」による。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

次のページをお願いいたします。

「第１表 歳入歳出予算補正」でございます。

歳入につきまして、１４款国庫支出金では、補正前の額に１，５７９万７，０００円

を追加し、６億２，５１９万４，０００円と定めてございます。

１５款県支出金では、補正前の額に７万５，０００円を追加。

１８款繰入金では、補正前の額に１，６６２万７，０００円を追加。

２０款諸収入では、補正前の額に２５０万円を追加。

２１款町債では、補正前の額に２，０７０万円を追加。

歳入合計では、補正前の額に今回５，５６９万９，０００円を追加し、５８億５，３

６９万９，０００円と定めてございます。

次に、歳出につきまして、２款総務費では、補正前の額に２３９万４，０００円を追

加し、８億８，９４５万４，０００円と定めてございます。

３款民生費では、補正前の額に４９万２，０００円を追加。

６款商工費では、補正前の額に２，６２１万円を追加。

７款土木費では、補正前の額に２，１６７万５，０００円を追加。

９款教育費では、補正前の額に４９２万８，０００円を追加。

歳出合計では、補正前の額に今回５，５６９万９，０００円を追加し、５８億５，３

６９万９，０００円と定めてございます。

３ページをお願いいたします。

「第２表 地方債補正」でございます。

追加で、地方創生事業につきまして限度額２７０万円と定めてございます。

起債の方法、利率、償還の方法につきましては、当初予算と変わりございませんので、

お目通しをお願いいたします。

次のページをお願いいたします。

地方債補正の変更でございます。

地方道路等整備事業につきまして、補正前の限度額に今回１，８００万円を追加し、

２，６５０万円と定めてございます。

起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と変わりございませんので、

お目通しをお願いいたします。

次の５ページをお願いいたします。
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歳入歳出補正予算事項別明細書、総括につきまして、このページから７ページまでは、

恐れ入りますが、お目通しをお願いいたします。

それでは、各内訳につきまして歳出のほうからご説明いたしますので、１２ページを

お願いいたします。

１２ページ、歳出につきまして、２款総務費では、一般管理費で番号制度関連システ

ムの改修委託料２３９万４，０００円を措置してございます。

３款民生費の社会福祉総務費では２０万円を追加、第３０回全国健康福祉祭あきた大

会ねんりんピック秋田大会への旅費２名分を措置してございます。

児童福祉総務費では、子育てワンストップサービス使用料として２９万２，０００円

を措置してございます。

６款商工費の商工総務費では、地方創生推進交付金事業として２，６２１万円の追加、

内容といたしまして、観光ツアー企画事業といたしまして観光ツアー企画委託料で３０

０万円、法人設立業務委託料で２５０万円措置、次の１４、１５ページをお願いいたし

ます。また、組織づくり事務局負担金３００万円やワークショップの関係経費等を含め、

観光ツアー企画事業全体で１，５１１万円を措置してございます。また、くちくまの熱

中塾事業としては、芦山分館改修工事請負費５００万円や１３ページにございます設計

管理業務委託料１００万円を含め、全体で１，１１０万円を措置してございます。

７款土木費の土木総務費では１６７万５，０００円を追加、町内会館建設等補助金４

件分を措置してございます。

道路橋梁維持費では、維持補修工事請負費２，０００万円を追加、町道新川北線の拡

幅に係る経費を措置してございます。

９款教育費、２項小学校費の学校管理費では２３４万８，０００円を追加、主なもの

といたしまして、朝来小学校体育館の床塗装ラインの修繕及び岩田小学校の水泳プール

循環ろ過装置の修繕料を措置してございます。

次、１６ページをお願いいたします。

３項中学校費の教育振興費では８万円の追加、修学旅行引率費補助金で支援員１名分

の費用を追加してございます。

社会教育総務費では２５０万円を追加、大坊第２町内会のみこしの修繕分としてコミ

ュニティ助成事業補助金２５０万円を措置してございます。

次に、歳入につきまして説明させていただきますので、８ページをお願いいたします。

歳入につきましては、今回の補正に係る財源となってございます。

１４款国庫支出金の総務費国庫補助金では、地方創生推進交付金で１，５４０万円を

措置、番号制度関連システム整備事業費補助金で３９万７，０００円を措置。
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１５款県支出金では、民生費県補助金では全国健康福祉祭和歌山大会交流大会開催準

備事業補助金で７万５，０００円を措置してございます。

１８款繰入金では、財政調整基金繰入金で１，６６２万７，０００円を措置。今回の

補正に係る一般財源を補塡してございます。

２０款諸収入では、雑入でコミュニティ助成事業助成金２５０万円を措置してござい

ます。

次の１０ページをお願いいたします。

２１款町債では、総務債で地方創生事業債で２７０万円を措置。

土木債では、地方道路等整備事業債で１，８００万円を措置してございます。

以上が今回の補正内容でございます。

何とぞご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（山本明生）

皆さんにお願いします。

お昼時間を少し経過することになりますが、そのまま提案理由の説明を続けますので、

よろしくお願いします。

産業建設課、川口君。

○産業建設課企画員（川口孝志）

よろしくお願いいたします。

私からは、議案第４１号についてご説明申し上げます。

議案第４１号、町道路線の認定について。

道路法第８条第２項の規定に基づき、別紙町道の路線を認定する。

記。

別紙のとおり。

平成２９年６月８日提出、上富田町長小出隆道。

お手元の参考資料によりまして、路線番号、路線名でご説明いたします。

１枚おめくりをお願いいたします。

認定路線調書でございます。

路線番号１２５７、路線名、緑ヶ丘４号線につきましては、峠緑ヶ丘団地より南西に

約１４０メートル、南紀の台１号線からの支線道路で、延長２７５．２９メートルとな

ってございます。

続きまして、路線番号１２５８、路線名、緑ヶ丘４号支線につきましては、さきの緑

ヶ丘４号線の支線道路で、延長が４０．８３メートルとなってございます。

２路線合計で延長３１６．１２メートルとなってございます。
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なお、認定路線調書の次に路線認定位置図を添付しておりますので、恐れ入りますが、

お目通しをお願いいたします。

以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（山本明生）

以上をもって提案理由の説明を終わります。

─────────────────────────────────────────

△延 会

○議長（山本明生）

お諮りします。

本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。

これにご異議ございませんか。

（｢異議なし」の声あり）

○議長（山本明生）

異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて延会することに決しました。

次回は、６月１３日午前９時３０分となっていますので、ご参集願います。

延会 午後０時０１分


